
 

 

大規模盛土造成地マップに関するお知らせ 

 

１ 大規模盛土造成地マップで該当する箇所は危険なのですか？ 

・ 大規模盛土造成地マップは、市内に分布する大規模盛土造成地の位置や

規模を示したものであり、大規模盛土造成地の危険度を表したものではあり

ません。 

宅地造成や開発の許可手続きを受けた宅地は、一定の基準により造成さ

れていますので、その宅地が造成時と同じ状態に維持されているものは、安

全な構造となっております。 

 

２ なぜ大規模盛土造成地マップを公表するのですか？ 

・ 大規模盛土造成地マップの公表は、市内にある大規模盛土造成地の位置

や規模を示すことで、盛土造成地は身近に存在するものであることを住民の

方々に知っていただくことを目的としています。 

 

３ 公表された大規模盛土造成地マップでは、自分の家の敷地が該当するか 

わからないのですが、詳細な図はありますか？ 

 ・ 造成「前」と造成「後」の地形図を重ね合わせて、大規模盛土造成地を抽出

しています。重ね合わせによる誤差もありますので、詳しくは、お手数ですが

開発指導課に御相談ください。 

 

４ 大規模盛土造成地内で土地の造成や建物の建築をする場合には、特別な

手続きが必要になったり、特別な条件が付いたりするのですか？ 

・ 大規模盛土造成地内であるからといって、特別な手続きが必要になること

はありません。また、特別な条件が付くこともありません。 

 
 
 
 
 
 
 
 

お問い合わせ先 

  厚木市都市みらい部開発指導課 

   電話（０４６）２２５－２４４０（直通） 


